
へき地専門医療確保事業における遠隔連携診療支援（案）
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参考資料４

専門医確保事業で連携している医療機関等と新たに「遠隔連携診
療」に係る契約を締結
⇒ 患者の同意を得た上で診療を実施した場合にその経費を

補助するメニューを「へき地専門医療確保事業」に新設
（令和６年度開始予定）

専門医による対面診療に加え、遠隔による連携診療も可能とする
ことで専門診療を多重化
⇒ へき地住民の受診機会の確保を強化・支援する。

①導入検討
②情報通信機器購入
③協力医療機関と事前協議、

試行実施
④協力医療機関と契約
⑤遠隔連携診療実施
（要患者の同意）

導入ステップ

【現行】へき地専門医療確保事業（基準額＝上限 10/10） 【新規メニュー】「遠隔連携診療支援」（基準額＝上限 10/10）

※令和６年度歳入歳出予算が令和６年３月３１日までに東京都議会で可決された場合において、
令和６年４月１日に確定する。

• 荒天による交通機関の欠航により、
遠隔連携診療で代替

• 年４回の対面診療に加え、年２回の遠
隔連携診療を実施し、２か月に１度の
受診機会を確保

• 同じ村内の島間で専門医の遠隔連携診
療を実施し、住民の移動負担を軽減

想定される遠隔連携診療の実施場面

※ 遠隔連携診療の委託先が広尾病院の場合は、遠隔診療実施に係る委託料は本事業の対象外
（へき地医療拠点病院運営事業により補助）


